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知財高裁第１部 

 事 件 番 号      令和３年(行ケ)第１０１５２号 

○ 本件各発明には、回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイを含む構成の発明だけでな

く、この搬送トレイを含まない構成の発明も含まれており、搬送トレイを構成に含まな

い特許請求の範囲の記載を前提にした場合、発明の詳細な説明の記載から、当業者が、

積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す

作業は、人手又は機械によっても、時間を要するもので、作業性が極めて悪いことを解

決して、生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法

を提供するという本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえず、当

業者が出願時の技術常識に照らしてみたとしても、発明の詳細な説明に具体的な記載が

ないまま、回転子積層鉄心を下型上に固定し、また下型から取り外す工程に係る課題を

解決できると認識できる範囲のものであるともいえず、本件発明は、本件明細書の発明

の詳細な説明に記載されていない発明を含むから、特許法３６条６項１号の要件を満た

さない。 

（事件類型）審決取消（特許）請求事件 （結論）請求認容（審決取消） 

（関連条文）特許法３６条６項１号 

（関連する権利番号）無効２０２０－８０００９７号、特許番号第６１８０５６９号 

判  決  要  旨  

１ Y は、平成１７年１月２４日に出願した特許出願（特願２００５－１５８６０号（最初

の親出願））の一部を分割した同年１１月２４日の特許出願（第１世代の出願）を順次

分割した特許出願を行い（第２世代の出願～第５世代の出願）、平成２７年１月１６日

の特許出願（原出願）の一部を更に分割して、平成２８年３月２日、発明の名称を「永

久磁石の樹脂封止方法」とする発明について、新たな特許出願（特願２０１６－４００

６６号、本件出願）をし、平成２９年７月２８日、特許権の設定登録（特許第６１８０

５６９号。請求項の数３。本件特許）を受けた。 

X は、令和２年１０月８日、本件特許の請求項１から３に係る発明について特許無効

審判（無効２０２０－８０００９７号事件）を請求したが、特許庁は、令和３年１０月

２２日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（本件審決）をし、その謄本

は、同年１１月５日、X に送達された。 

２ 本件は、取消事由として、取消事由１（分割要件違反を前提とする甲１に基づく新規

性の判断の誤り）、取消事由２（分割要件違反を前提とする甲１に基づく進歩性の判断

の誤り）、取消事由３（甲５を主引用例とする進歩性の判断の誤り）、取消事由４（補

正要件の判断の誤り）、取消事由５（実施可能要件の判断の誤り）、取消事由６（サポ

ート要件の判断の誤り）、取消事由７（明確性要件の判断の誤り）が主張されたが、本

判決は、取消事由６（サポート要件の判断の誤り）につき、要旨、次のとおり判断して、
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審決を取り消した。 

(1) 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるか否かは、特許

請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された

発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆

により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、ま

た、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解

決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 

本件発明の特許請求の範囲は、上型や下型の形状及び構造や「上型及び下型による回

転子積層鉄心の押圧時」以外における回転子積層鉄心の配置や状態等を特定するもので

はなく、例えば、下型に載置する回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイを構成としてい

るものではないから、本件発明１の回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイを構成に含む

発明のみならず、この搬送トレイを構成に含まない発明を含むものと認められる。 

本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明が解決しようとする課題及びその課

題の解決手段について、従来技術の問題１（樹脂部材を各磁石挿入孔に均等に充填する

ことが困難であり、信頼性に劣り、しかも、樹脂部材を供給するポンプは大きな供給圧

力を必要とし、装置が高価なものとなったこと）及び従来技術の問題２（積層鉄心を下

型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手

又は機械によっても、時間を要するもので、作業性が極めて悪いこと）があったことを

前提に、本件発明は「生産性及び作業性に優れており、安価に作業ができる永久磁石の

樹脂封止方法を提供することを目的とする」ことを発明が解決しようとする課題（本件

発明の課題）とするものと認められ、本件審決は、サポート要件の判断において、本件

発明の課題として、従来技術の問題２を解決することを目的とすることを課題とした上

で判断を行っていると認められるところ、この点の課題の認定に誤りがあるとはいえな

い。 

(2) 従来技術の問題２を解決するための手段として、本件発明１は、回転子積層鉄心を押

圧する際の上型及び下型に対する回転子積層鉄心の配置及び上型と下型との位置関係又

は状態を特定する発明であるのに対し、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発

明は、「回転子積層鉄心１２の下面２５が当接する矩形板状のトレイ部２６と、トレイ

部２６の中心部に立設され、回転子積層鉄心１２の軸孔１１に嵌入する直径固定型で棒

状のガイド部材２７とを有している搬送トレイ１６にセットされた回転子積層鉄心１２

を下型１７上に搬送し」、「搬送トレイ１６を回転子積層鉄心１２と共に、下型１７か

ら取り外し、回転子積層鉄心１２が搬送トレイ１６から取り外される」ものであるから、

本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、搬送トレイを不可欠の構成としている

ものと解される。そうすると、本件発明１には、回転子積層鉄心を搭載する搬送トレイ

を含む構成の発明だけでなく、この搬送トレイを含まない構成の発明も含まれており、

搬送トレイを構成に含まない特許請求の範囲の記載を前提にした場合、上記発明の詳細
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な説明の記載から、当業者が、積層鉄心を下型の有底穴部に嵌挿し、加熱後、積層鉄心

を下型の有底穴部から取り出す作業は、人手又は機械によっても、時間を要するもので、

作業性が極めて悪いこと（従来技術の問題２）を解決して、生産性及び作業性に優れて

おり、安価に作業ができる永久磁石の樹脂封止方法を提供するという本件発明１の課題

を解決できると認識できる範囲のものとはいえない。 

また、本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、従来技術の問題２を解決する

ために搬送トレイを不可欠の構成としているから、搬送トレイを用いずに本件発明の課

題を解決するためには搬送トレイに代わる構成が必要となるものと解されるところ、本

件明細書の記載によっても搬送トレイの具体的構造に関する記載（【００４７】【００

４８】）はあるものの搬送トレイに代わる構成を具体的に示唆する記載はなく、これに

代わる構成が当業者にとって明らかであることを認めるに足りる証拠もないから、当業

者が出願時の技術常識に照らしてみたとしても、発明の詳細な説明に具体的な記載がな

いまま、回転子積層鉄心を下型上に固定し、また下型から取り外す工程に係る課題を解

決できると認識できる範囲のものであるともいえない。 

そうすると、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されていない発明を

含むから、特許法３６条６項１号の要件を満たさない。 

(3) 本件審決は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された本件発明の実施の形態につ

いて、当業者が課題を解決できると認識できることをいうにとどまり、特許請求の範囲

の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発

明の詳細な説明に記載された発明で、その記載により当業者が当該発明の課題を解決で

きると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が

出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである

か否かを検討して判断したものとはいえない。 

したがって、本件審決は、特許法３６条６項１号に規定される「特許を受けようとす

る発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を判断したものとはいえない。 


